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希
望
す
る
方
に
交
付
す
る
顔
写
真
入
り

の
カ
ー
ド
で
す
。
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

に
搭
載
さ
れ
る
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
は
、
本
人

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、
氏
名
、
住
所
、
生
年

月
日
、
性
別
、
顔
写
真
が
記
録
さ
れ
ま
す

が
、
所
得
情
報
な
ど
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性

の
高
い
情
報
は
記
録
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
有
効
期
限
は
、
20

歳
以
上
の
方
は
10
年
、
20
歳
未
満
の
方
は

５
年
で
す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
希
望
す
る

方
は
申
請
が
必
要
で
す
。
な
お
、
交
付
手

数
料
は
初
回
無
料
で
す
。

①
「
通
知
カ
ー
ド
」
と
一
緒
に
送
付
さ
れ

る
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
顔
写
真
を
貼

り
付
け
て
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

も
可
能
で
す
。

②
市
役
所
か
ら
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交

付
通
知
書
」
を
申
請
者
の
方
へ
送
付
し

ま
す
。 「

個
人
番
号
カ
ー
ド
」と
は

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」交
付
ま
で

の
流
れ

「
電
子
証
明
書
」も
あ
わ
せ
て

取
得
で
き
ま
す

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の
交
付
申
請
が

始
ま
り
ま
す
！

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ
す
る
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
10
月
以
降
、
順
次
世

帯
ご
と
、
簡
易
書
留
で
送
付
さ
れ
ま
す
。
通
知
カ
ー
ド
送
付
時
に
は
、「
個
人

番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」
も
同
封
さ
れ
ま
す
。
今
月
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の

申
請
・
交
付
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

「教えて！マイナンバー」
マイナンバーキャラクター
　　　　　マイナちゃん

５

③
平
成
28
年
１
月
以
降
、
市
民
安
全
課
窓

口
係
で「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」を
交
付
し

ま
す
。
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
必
要
書
類
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※

現
在
、
住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
で
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
希
望
す
る

方
は
住
基
カ
ー
ド
を
返
納
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

※
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
手
続
き
に
は

時
間
に
余
裕
を
も
って
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
申
請
時
に
電
子
証
明

書
の
発
行
申
請
も
で
き
ま
す
。

　

電
子
証
明
書
は
、
ｅ―

Ｔ
ａ
ｘ
な
ど
を

利
用
す
る
と
き
に
必
要
な
「
署
名
用
電
子

証
明
書
」
と
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル(※

)
に
ロ

グ
イ
ン
す
る
た
め
に
必
要
な
「
利
用
者
電

子
証
明
書
」
の
２
種
類
で
す
。

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」取
得
の

メ
リ
ッ
ト

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
が
必
要
な
場
面

で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書
類
と
し

て
利
用
で
き
ま
す
。

■
本
人
確
認
の
際
の
身
分
証
明
書
と
し
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
と
本
人
確
認
が

同
時
に
必
要
な
場
面
で
は
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
を
提
示
す
れ
ば
一
枚
で
十
分
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し
た
各
種
行
政
手

続
き
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
利
用
で

き
ま
す
。

■
各
種
行
政
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

な
ど
に

　

平
成
29
年
１
月
に
開
設
さ
れ
る
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
へ
の
ロ
グ
イ
ン
を
は
じ
め
、
各

種
行
政
手
続
き
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面

で
利
用
で
き
ま
す
。

(※
)

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
は
？

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
な
ど
を
使
っ
て
、
自
分

の
個
人
情
報
を
「
い
つ
、
誰
が
な
ぜ
提
供

し
た
の
か
」、
不
正
・
不
適
切
な
照
会
が

行
わ
れ
て
い
な
い
か
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
シ
ス
テ
ム(

ロ
グ
イ
ン
の
際
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
が
必
要
で
す)

△

「
通
知
カ
ー
ド
」の
表（
左
）と
裏（
右
）…

切
り
取
り
線
か
ら
下
が「
個
人
番
号
カ
ー
ド

　

交
付
申
請
書
」に
な
っ
て
い
ま
す

始

いよいよ

マイナンバーコールセンター☎0570-20-0178
※平日9:30～17:30(土日祝日・年末年始を除く)
マイナンバー通知に関する問い合わせ  問 市民安全課窓口係☎355-6494
制度に関する問い合わせ  問 政策課市政情報係☎355-5728


